
たき火・火入れに注意！！
林野火災防止

林野火災を防ぐポイント

山形県 消防救急課

①強風時及び乾燥時は火の取り扱いはしない
②枯れ草などのある火災が起こりやすい場所では“たき火”はしない
③火気の使用中はその場を離れず使用後は完全に消火する
④タバコは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消し投げ捨てない
⑤火遊びはしない

出典：消防庁ホームページ「林野火災への備え」

・野外で廃棄物や枯れ草を焼却する行為は原則禁止！
（例外：農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却）

・火入れを行う場合は市町村長の許可が必要！

林野火災は、空気が乾燥する４月から５月に多く発生しています。
出火原因の多くは、たき火などの人為的なものです。
林野火災は皆さん一人ひとりの注意で防ぐことができます。

令和6年5月南陽市大規模林野火災（南陽市提供）
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